
平
成
三
十
年
二
月
八
日
提
出

質

問

第

六

三

号

札
幌
市
の
集
合
住
宅
の
火
災
に
関
連
し
て
、
高
齢
者
や
低
所
得
者
の
住
ま
い
の
防
災
対
策
に
関
す
る
質
問
主
意

書

提

出

者

池

田

真

紀
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札
幌
市
の
集
合
住
宅
の
火
災
に
関
連
し
て
、
高
齢
者
や
低
所
得
者
の
住
ま
い
の
防
災
対
策
に
関
す
る
質
問
主
意

書

一
月
三
一
日
深
夜
に
札
幌
の
集
合
住
宅
「
そ
し
あ
る
ハ
イ
ム
」
で
発
生
し
た
火
災
に
関
連
し
て
、
次
の
点
に
つ
い
て
質
問
す

る
。

一

共
同
住
宅
な
ど
で
い
わ
ゆ
る
第
二
種
の
無
届
施
設
の
調
査
を
行
っ
て
い
る
が
、
そ
の
結
果
、
政
府
は
何
が
課
題
と
と
ら
え

て
い
る
か
。

二

厚
生
労
働
省
老
健
局
で
は
、
平
成
二
一
年
以
降
毎
年
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
調
査
を
実
施
し
て
い
る
が
、
調
査
後
ど
の
よ
う
な

改
善
策
を
と
っ
て
い
る
の
か
。
到
達
点
と
課
題
を
お
示
し
く
だ
さ
い
。

三

平
成
二
二
年
九
月
二
四
日
に
閣
議
決
定
し
た
「
経
済
危
機
対
応
・
地
域
活
性
化
予
備
費
の
活
用
」
に
て
、
老
人
関
係
施
設

の
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
整
備
等
の
促
進
一
三
七
億
円
が
決
定
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
結
果
と
効
果
は
ど
う
だ
っ
た
か
。
現
在
は

ど
の
よ
う
な
対
策
が
と
ら
れ
て
い
る
の
か
。

四

地
域
防
災
活
動
、
減
災
の
ま
ち
づ
く
り
に
お
い
て
、
特
に
低
所
得
者
層
が
居
住
し
て
い
る
一
般
の
住
宅
や
空
き
家
な
ど
、

老
朽
化
に
よ
り
火
災
や
崩
壊
の
恐
れ
が
あ
る
「
住
居
」
の
実
態
調
査
を
行
い
、
把
握
し
て
い
る
か
。
こ
れ
ら
に
対
し
て
入
居

一



し
て
い
る
者
へ
の
転
宅
な
ど
の
支
援
に
つ
い
て
、
政
府
と
し
て
ど
の
よ
う
な
対
策
が
と
ら
れ
て
い
る
の
か
。

五

生
活
保
護
の
場
合
、
住
宅
扶
助
を
決
定
す
る
に
あ
た
り
、
局
第
七－

四－

（
一
）
キ
「
居
宅
生
活
が
で
き
る
と
認
め
ら
れ

る
者
」
と
の
要
件
や
、
劣
悪
な
環
境
の
共
同
住
宅
や
貧
困
ビ
ジ
ネ
ス
の
疑
い
が
あ
る
場
合
に
は
、
保
護
課
に
よ
る
社
会
・
援

護
局
関
係
主
管
課
長
会
議
資
料
（
平
成
二
九
年
三
月
二
日
）
に
て
対
応
が
示
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
成
果
、
結
果
は
ど
う

だ
っ
た
の
か
。
改
善
し
た
例
は
あ
る
か
。

六

無
料
定
額
宿
泊
所
、
簡
易
宿
泊
所
に
お
け
る
劣
悪
な
環
境
か
否
か
の
実
態
調
査
、
実
数
は
把
握
を
し
て
い
る
か
。
通
知
の

指
導
の
実
施
状
況
を
そ
の
後
、
チ
ェ
ッ
ク
を
行
っ
て
い
る
か
。

七

課
第
七－

問
三
〇
答
一
一
「
設
備
構
造
が
居
住
に
適
さ
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
」
が
あ
る
が
、
こ
れ
を
根
拠
に
転
宅
や

入
所
等
の
保
護
の
変
更
は
年
間
で
ど
の
く
ら
い
行
わ
れ
た
か
。

八
「
福
祉
施
設
の
Ｂ
Ｃ
Ｐ
の
策
定
」
に
つ
い
て
内
閣
府
の
調
査
で
は
、
平
成
二
五
年
の
八
月
以
降
公
表
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
の

後
の
調
査
は
実
施
さ
れ
て
い
る
の
か
。
実
施
し
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
な
ぜ
公
表
さ
れ
な
い
の
か
。
実
施
し
て
い
な
い
の
で
あ

れ
ば
、
な
ぜ
、
し
て
い
な
い
の
か
。
福
祉
施
設
の
Ｂ
Ｃ
Ｐ
（
事
業
継
続
計
画
）
策
定
を
普
及
し
て
い
く
方
針
を
政
府
は
変
更

し
た
の
か
。

二



右
質
問
す
る
。

三


